
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 完了検査申請・軽微な変更 

省エネ適判を受けた建築物の 
完了検査のご準備をお願いします 

＊各様式はＥＲＩホームページよりダウンロードできます。 
＊「省エネ基準工事監理報告書」は特定行政庁が 

様式を定めている場合があります。 
 

省エネ適合性判定を受けた建築物の申請ご担当者のみなさまへ 

変更の内容[ルートＡ～Ｃ]に応じた 
（省エネ）軽微な変更説明書 

モデル建物法における、軽微な変更（ルートＢ）の確認 

方法については、ＥＲＩホームページの完了検査関係書類

ダウンロードページに掲載しています。 

変更内容 

建築物省エネ法上の軽微な変更[ルートＡ～Ｃ]と手続き 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 省エネ基準工事監理報告書の記入例 

■工事監理時に確認した下記書類をご準備ください。 

施工者から提出される書類（例）    性能値を証明する書類（例） 

・納入仕様書             ・ＪＩＳ製品認証書   

・施工記録書             ・自己適合宣言書 

・試験成績書 

 

▶ 完了検査時に現場でご準備いただく書類 

◀納入仕様書のチェックポイント 

出典:建築物エネルギー消費性能基準に係る 
工事監理マニュアル（一般社団法人  
日本サステナブル建築協会） 

日本 ERI 株式会社 横浜支店  
横浜市西区高島 2-6-32 横浜東口ウィスポートビル 12 階 

TEL  045-444-3050        FAX 045-444-3052 


